様式第９号（売買契約書 特約事項の５）
森林作業道作設・枝条及び残材の整理に関するチェックリスト
	日付
	　　年　　　月　　　日

	物件所在地
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○県営林
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※作業実施者の欄は下請業者が作業する場合に記載

確認者：○○　　　　　　　　
	区分
	確認事項
	チェック

	路線計画
　　基本事項
	1 路体は堅固に締め固めた土構造を基本とする。
	

	
	2 地形に沿った屈曲線形、排水を考慮した波形勾配とする。
	

	
	3 林道や公道との接続地点、地形を考慮した接続方法を適切に決定する。
	

	
	4 作設箇所は原則として 35°未満とする。人家、施設、水源地などの保全対象がない箇所を基本とし、特に保全対象に直接被害を与える箇所は避け迂回方法を適切に決定する。
	

	
	5 急傾斜地の０次谷（※）を含む谷地形や破砕帯などを通過しなければならない場合は、区間を極力短くする。
※０次谷とは谷の上流部・集水域にある凹地形
	

	
	6 渓流沿いからは離し、濁水や土砂が渓流へ直接、流入しないようにする。
	

	
	7 作設箇所について、やむを得ず 35°以上の箇所、保全対象が周囲に存在する箇所、一般的に崩壊しやすい箇所又は渓流沿いを通過する箇所は適切な構造物の設置を検討する。
	

	
	8 環境への影響に配慮した必要最低限の路網密度となるよう配置する。
	

	
	9 造材、積込み作業等を安全かつ効率的に行うための土場等の平地や空間を適切に配置する。
	

	
	10 希少な野生生物等が確認された場合は、県に報告し路線計画や作業時期の変更等を検討し実施する。 
	

	
	11 森林法等に基づく届け出等の手続きについて、所管する林務担当部局に確認する。
	

	幅員







	1 林地の傾斜及び走行する林業機械等に応じて安全性に配慮しつつ必要最小限の規格で設定する。
(1)傾斜25°以下　ベースマシンが7t及び12tクラスの機械の場合　幅員3.0m
(2)傾斜25°～35°　〃　　　　　7tクラスの機械の場合　幅員3.0m
　〃　　　　　4tクラスの機械の場合　幅員2.5m
(3)傾斜35°以上　　〃　　　　　4tクラスの機械の場合　幅員2.5m
	






	
	2 林業機械等の作業の安全性・作業性の確保の観点から当該作業を行う区間に限り、必要最小限の余裕を付加できる。（12tクラスの機械の場合　0.5m程度）
	

	平面曲線
	1 円曲線の設定を行わずに、林業機械の走行において内輪差や下り旋回時のふくらみを考慮するなど安全に走行できるような線形とする。
	

	縦断勾配

	1 集材作業を行う車両が、木材を積載し安全に上り走行・下り走行ができるとともに、波形勾配による分散排水が行えることを基本とする。
	

	
	2 路面の固さや土質、急勾配ほど路面浸食が起きやすくなること等を考慮する。
	

	
	3 岩や礫質土など現地条件が良い場合は概ね 10°（18%）以下とし、やむを得ない場合は短区間（概ね100ｍ程度以下）に限り概ね 14°（25%）とするが、敷砂利等の簡易な路盤工により侵食を抑える。
	

	
	4 安全確保の観点から、急勾配区間と曲線部の組み合わせを避ける。
	

	排水施設
	1 原則として路面の横断勾配を水平にした上で、縦断勾配を可能な限り緩やかにし、かつ、波形勾配を活用しこまめな分散排水を行う。
	

	
	2 排水先は安定した尾根部や常水のある沢にし、安全かつ適切に処理する。局所的な湧水や滞水がある場合は、状況に適した排水施設を設置する。
	

	
	3 縦断勾配、区間延長及び集水区域の広がり、渓流横断の有無等を考慮し、路面水がまとまった流量とならない間隔で設置する（こまめな排水）。
	

	
	4 横断排水施設やカーブを利用して分散排水する。排水先がない場合は、側溝等により導水する。
	

	
	5 排水溝は、原則として開きょとする。
	

	
	6 小渓流の横断は、原則として洗い越し施工とする。
	

	
	7 丸太やゴム板による横断排水施設は、林業機械等の重量などを考慮する。
	

	
	8 排水はカーブ上部の入口部分で行い、曲線部への雨水の流入を避ける。
	

	
	9 横断排水施設の排水先には、路体の決壊を防止するため、岩石で水たたきを設置する。
	

	
	10 水平区間など危険のない場所で横断勾配の谷側をわずかに低くした場合、必要に応じて丸太等による路肩浸食防止を行う。
	

	
	11 転落事故防止のため、外カーブで谷側を低くしない。

	

	切土盛土

基本事項
	1 路体の締固めを適切に行い、堅固な土構造によることを基本とする。
	

	
	2 幅員や土場等は作業の安全を確保できる必要最小限のものとし、切土盛土の量を調整するなど原則として残土処理を発生しないようにする。
	

	
	3 やむを得ず残土が発生しそれを処理する場合には、盛土規制法等に則して適切に処分する。
	

	切土
	1 切土高は 1.5ｍ程度以内を基本とし、高い切土が連続しないよう施工する。

	

	
	2 切土のり面勾配は土砂の場合は６分、岩石の場合が３分を基本として施工する。（緊結度が高く、切土高が1.2m程度以内の場合は直切が可能）
	

	盛土






	1 堅固な路体を作るため、地山に段切りを行った上で、極力表土を取り除いた土により盛土を行い、締固めは概ね30cm程度の層ごとに十分に行う。
	

	
	2 盛土のり面勾配は、概ね１割より緩い勾配とする。また、やむを得ず盛土高が２mを超える場合は、１割２分より緩い勾配とする。 
	

	
	3 ヘアピンカーブでは、路面高と路線配置を精査し、盛土箇所を谷側に張り出す場合には、十分な締固めや構造物を設けるなどして、路体に十分な強度を持たせる。 
	

	
	4 沢、湧水箇所、地表水の局所的な流入箇所は、盛土を避け土場は設置しない。やむを得ない場合は排水施設を設置する。
	

	
	5 盛土の土量が不足する場合は、安易に切土を高くせず、当該盛土の前後の路床高の調整など縦方向での土量調整を行う。
	

	構造物等

	1 土構造を基本としているが、林業機械等の走行における安全の確保や路体を維持するために構造物を設置する場合は、必要な機能を有する工種・工法を選定し、現地条件に応じた規格・構造とする。
	

	
	2 軟弱地盤を通過する際は、水抜き処理、側溝の設置等を行う。そのほか、必要な路面支持力を得るため敷き砂利の実施を検討する。
	

	
	3 ２ｔ積トラックなど（ホイール系作業車）接地圧の高い車両が走行する場合には、荷重を分散させるため丸太組による路肩補強工を実施する。
	

	伐開　(間伐)

	1 斜面の方向や気象条件を考慮し、必要最小限の幅とする。
	

	
	2 幅は、土質条件や風衝を考慮して決定する。
	

	
	3 路線谷側沿いの立木は、路肩部分を保護し、林業機械等運転者の視線を誘導することから走行の支障とならない範囲で残す。
	

	周辺環境への配慮
	1 人家、道路等の保全対象が周囲にある場合は作設しない。やむを得ず作設する場合は、土砂の流出や土石が周辺に転落しないよう、必要な対策をとる。
	

	枝条残材の整理
	1 枝条及び残材（以下「枝条等」という）については、木質バイオマス資材等への有効利用に努める。
	

	
	2 伐採後の植栽作業を想定して、伐採作業時から伐採後の地拵え等の作業が効率的に行えるよう枝条等を整理する。
	

	
	3 造林予定者と現場の後処理等の調整を図る。
	

	
	4 枝条等を置く場所を分散させ杭を打つなどの対策を行う。
	

	
	5 枝条等が出水時に渓流に流れ出ること、雨水を滞水させること等により林地崩壊を誘発することがないよう、沢近くや森林作業道に積み上げない。
	



